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1．はじめに 

我が国の土木分野における木材利用量のポテンシャルは、丸太換算で約 400 万 m3/年と推定されている

一方，実際の利用量は現状で約 100 万 m3/年に留まっている。また，土木分野における木材の利用促進に

は，持続可能な土木事業の実施や地球温暖化緩和や林業の成長産業化への貢献をはじめ新規需要の創

出などの側面を含むことから，より一層の利用促進が期待されているものの，その実現にあたっては解決す

べき課題が依然として存在している状況にあると考えられる。 

このような背景のなか，土木学会木材工学委員会木製建設資材に関する研究小委員会では，土木分野

における木材の利用促進に向けた現状把握と課題を抽出するため，地方自治体を対象にアンケートを実施

することにした。 

 

2．調査期間と実施内容 

2017 年 4 月 〜 2018 年 2 月 

 4 月〜8 月：調査内容と調査対象の検討 

 8 月〜10 月：アンケート内容の検討 

 10 月〜12 月：送付用アンケートの検討 

 12 月：アンケート書類の発送 

 12 月〜1 月：アンケート書類の実施回収期間 

 2 月：回収した書類の集計・取りまとめ 

 

3．調査対象 

土木分野における木材利用に関係する都道府県の担当部署とした。アンケートは各地方自治体の建設

（土木）分野，農林分野，公園・観光分野をはじめ，現在，木材が多く利用されている建築分野の方を対象と

した。 

 

4．調査方法 

 2017 年 12 月に土木学会事務局から都道府県宛にアンケートに関する書類を郵送配布し，FAX または E-

mail で回収を行った。また，アンケート実施期間中に寄せられたアンケートに対する質問には随時，個別に

対応した。 

アンケートは以下の 2 種類を用意した。 

①Ａ用紙 公共事業における木材利用に関するアンケート（土木・農林・建築分野の方を対象） 

Ⅰ 土木分野における木材利用に関するアンケート（Ａ，Ｂ用紙共通） 

Ⅱ 土木分野における木材利用促進に関するアンケート 

②Ｂ用紙 公園施設で使用する木材に関するアンケート（公園・観光分野の方を対象） 

Ⅰ 土木分野における木材利用に関するアンケート（Ａ，Ｂ用紙共通） 

Ⅱ  公園施設で使用する木材に関するアンケート 
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5．回収状況 

 配布数：47 都道府県 

 回収した都道府県数：29 都道府県 

 複数の回答があった都道府県数：24 都道府県 

 回収数：151 ※内訳は「8.集計結果」に示した。 

 

6．アンケートに関する参考資料 

6.1 木材利用に関する最近の法令 

今回のアンケートで実施状況を確認した木材利用に関する最近の法令を以下に示す。 

 

（1）グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律） 

循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」

という観点から、平成１２年５月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品

等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」が制定されました。 

同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進

するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り， 持続的発展

が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地

方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。 

（環境省 HP より抜粋 https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/） 

 

（2）木促法（公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律） 

第 174 回通常国会において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成 22 年法律

第 36 号）が成立し、平成 22 年 5 月 26 日公布され、同年 10 月 1 日施行されました。 我が国では、戦後、

造林された人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方、木材価格の下落等の影響などにより森林の

手入れが十分に行われず、国土保全など森林の多面的機能の低下が大いに懸念される事態となっていま

す。   このような厳しい状況を克服するためには、木を使うことにより、森を育て、林業の再生を図ることが急

務となっています。本法律は、こうした状況を踏まえ、現在、木造率が低く（平成 20 年度 7.5%床面積ベース）

今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地

方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果

を含め、木材全体の需要を拡大することをねらいとしています。 

（林野庁 HP より抜粋 https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/） 

 

（3）クリーンウッド法（合法伐採木材等の流通および利用の促進に関する法律） 

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（通称「クリーンウッド法」）」が 2017 年 5 月 20 日

に施行されました。同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材・その製
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品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録制度等

を定めるとともに、木材関連事業者や国が取り組むべき措置について定めています。 

（林野庁 HP より抜粋 https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/summary.html） 

 

6.2 過去に実施したアンケート結果 

2006 年 7 月に社団法人土木学会 建設技術研究委員会 自然素材活用技術研究小委員会では，社会資

本の合理的な整備や環境負荷低減を目的に，土木分野における自然素材（木・石・土）の利用状況につい

て調査を行っている（自然素材を利用した土木構造物日土木技術に関する調査研究報告書）。この調査で

は木（特に間伐材）の利用状況について，自治体を対象に調査を行っている。 

間伐材利用の調査結果を表 6-1 に示す。また，巻末の付属資料に報告書（抜粋）を掲載する。 

 

表 6-1 間伐材利用に関するアンケート結果 
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7．アンケート結果の概要 

土木をはじめ，建築，林業，公園など多岐に渡る分野に所属される多くの方々からご回答を頂いた。公共

事業における木材利用については条件付きではあるものの，利用したいという意見が多く寄せられた。アン

ケート調査から得られた,これらの条件を整理・解決することで利用促進に繋がる可能性は十分あると考える。 

 

8．集計結果 

8．1 回答の所属属性 

 公共事業における木材利用に関するアンケートの所属構成を図 1，公園施設で使用する木材に関するア

ンケートを図 2，回答者の年齢構成を図 3，回答者の性別を図 4 に示す。公共事業における木材利用に関

するアンケートの回答数数は 116，公園施設で使用する木材に関するアンケートの回答者数は 35 であった。 
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図 1. 回答者の所属構成 

公共事業における木材利用に関するアンケート 

（ ｎ = 116 ） 
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図4. 回答者の性別

図 2.回答者の所属分野とその割合 

公園施設で使用する木材利用に関するアンケート 

（ ｎ = 35 ） 
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8．2 設問別の集計結果 

設問の（ ）内の n は回答数を示す。 

 

8．2．1 土木分野における木材利用に関するアンケート（Ａ，Ｂ用紙共通） 

Q1. 発注者作成の仕様書などに木材使用に関する記述はありますか（n=146） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

グリーン購入ガイドラインの特定調達品目の使用を推進 

＜考察＞ 

「常にある」，「ある場合もある」，「たまにある」を合わせると約 85％になることから，発注者作成の仕様書で

木材使用の対応は図られていると考えられる。ただし、どのような記述となっているか、また、実際どの程度実

行されているかといった実態は不明な点が多い。  
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Q2. グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）をご存知ですか（n=149） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

 「知っている」と「良く知っている」を合わせると 61.6％，これに「聞いたことはある」を含めると 94.1％となり、

グリーン購入法の認知度は高いと考えられる。また，所属別では土木と林業が高かった。今後の課題として、

土木分野を対象とした公共事業において，どの程度グリーン購入法の定める製品を取り入れているかや、グ

リーン購入法により木材製品とした事例を把握する必要があると考えられる。  
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Q3. 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（以下，「木促法」）をご存知です(n=147) 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

「知っている」と「良く知っている」を合わせると 57.6％，これに「聞いたことはある」を含めると 88.1％となり

木促法の認知度は高かった。また，所属別では林業が最も高く、それ以外の所属では土木、建築、公園で

高い傾向だった。ただし、土木でも「知らない」とする回答もあること、また、担当者の異動や新規採用者の配

属などによる引き継ぎ不足の可能性もあることから、木促法の周知は継続する必要があると考えられる。 
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Q4. 違法伐採への対策として，平成 28 年に成立した「合法伐採木材等の流通および利用の促進に関する

法律」（クリーンウッド法）をご存知ですか（n=149） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

「知っている」と「良く知っている」を合わせると 25.8％，さらに「聞いたことはある」を含めると 56.9％となり，

約半数はク リーンウッド法を認知していた。この割合は、グリーン購入法や木促法と比べると低いが、これ

は、法律の制定が他の二つよりも遅く、周知期間が短いことが理由の一つと考えられる。また，認知している

と考えられる所属では林業に次いで土木が高いが、これらの所属でも「知らない」の回答で１０〜２０％程度の

割合が占めることから、違法伐採対策への対応はまだ不十分と考えられる。 
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Q5. 土木分野で今以上に木材利用を促進させる場合の問題や課題を教えてください（複数回答可）（n=342） 

   

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

流通していないため課題が不明，使用に関する技術的情報，ムリ 

＜考察＞ 

回答は「耐久性」が最も多く，次いで「維持管理」，「価格」の順だった。このことから，導入時よりも導入後の

対応に対する関心が高い。そのため、導入時から更新するまでの期間（供用期間）や、供用中の維持管理

方法について、資源循環型社会の構築に関する取り組みや事例と関係付けして提示することが重要である

と考えられる。 
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8．2．2 公共事業における木材利用に関するアンケート（Ａ用紙Ⅱ） 

Q1. 平成 22 年に施行された「木促法」の施行以降，木材利用に対する取り組みは変わりましたか(n=109) 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

変わったと思う，採用前のため不明，分からない（6 件），不明，施行以前を知らない，H22 以降木造建築の

工事発注がない 

＜考察＞ 

「あまりかわらない」，「全く変わらない」を合わせると約 50％だった。この傾向は土木分野，林業分野で多く

見られた。これは、木促法施行以前から既に木材利用について取り組んでいるところが含まれるためと考え

られる。また、「かなり変わった」、「少し変わった」を合わせると約 40%だったことから、公共事業における木材

利用は木促法がきっかけとなったと言える。 
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Q2. 「木促法」の施行以降，木材の利用促進に向けた状況についてお知らせください（複数選択可） 

(n=159)  

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

木材の使用指針を定め森林土木事業における積極的な木材の利用を推進している，県発注工事の施工に

おいて県産木材を活用した製品を 1 製品以上使用するように仕様書に明記，県の指針が改定された，以前

から木材を利用している，パンフレット作成，木材利用量の使用事例の収集，グリーン公共事業推進部会を

設置し利用促進を図っている 

＜考察＞ 

「施策を策定した」，「施策を実施中」、「公共建築物に木材を利用した」の回答が２０％以上あることから，

都道府県における木材の利用促進は進んでいると考えられる。また、分野別では林業が多かったことから、

今後はそれ以外の分野でも木材の利用促進が進むことが重要と考えられる。 
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Q3. 「木促法」の施行以降，「木材の利用促進に関する方針」（第 8 条）の現状はどうなっていますか（n=108） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

分からない，県の指針が改定された，基本方針とそれを踏まえた「県産材利用拡大行動計画」を定め木利用

に努めている，平成 18 年に定めた条例で木材利用促進を定め実施している，基本方針と利用率先計画を

定め実施している，農林部局で方針を策定，他部局で基本方針を制定 

＜考察＞ 

「基本方針」を定めていないのは 11％に留まっていることから、木材の利用促進に関する方針は既に定ま

っている可能性が高い。また、林業分野で条例等を整備し実施している割合が高い。今後は、この傾向が他

の分野に波及することが地方自治体における木材利用を更に推し進めることに繋がると考えられる。 
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Q4. 「木促法」の施行以降，「木材を利用した住宅の建築等を促進」（第 17 条）の措置は講じましたか（n=104） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

事例なし，県の指針が改定されたが所轄でないため状況はわからない，基本方針とそれを踏まえた「県産材

利用拡大行動計画」を定め木利用に努めている，平成 18 年に定めた条例で木材利用促進を定め実施して

いる，農林部局で方針を策定，土木工事は対象外木造建築物の工事発注が当面ないため 

＜考察＞ 

Q3.の「木材の利用促進に関する方針」と同様、「措置を講じていない」は 11％に留まっていることから、木

材を利用した住宅建築に関する促進は既に対応しているケースは多い結果と言える。また、林業分野で条

例等を整備し実施している割合が高いため、住宅建築の関連分野と連携が図られているケースがあると考え

られる。 
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Q5.「木促法」の施行以降，「木材を利用した工作物（ガードレール，高速道路の遮音壁，公園等の柵その他

の公 共施設に係る工作物）の設置を促進」（第 18 条）の措置は講じましたか（n=97） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

事例なし，担当工事に該当工種がなかった，既存の指針により実施中，県の指針が改定されたが所轄でな

いため状況はわからない，措置を講じ実施しているが条例等は作っていない、不明，担当外 

＜考察＞ 

「木材を利用した工作物（ガードレール，高速道路の遮音壁，公園等の柵その他の公共施設に係る工作

物）の設置を促進」は指針の作成、技術的な助言、情報の提供のいずれも未実施とする回答が 43%で、Q4.

とは異なり高い割合だった。また、林業分野でも未実施に占める割合も多く、これらのことから木材を利用し

た工作物の設置についてはあまり進んでいない可能性が高いと考えられる。 
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Q6. ガードレール，高速道路の遮音壁，公園等の柵，木杭について平成 27 年以降都道府県内に設置され

たものを お選びください（複数選択可）（n=127） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

丸太柵，アスカーブ・デリネータ，転落防止柵，林道の木柵・木製路盤・柵工，治山工事用の筋工，浮桟橋，

木柵，視線誘導標，案内看板，法面パネル，防風工，防護柵 

＜考察＞ 

「木杭」，「公園等の柵」での実施例が多いことが確認できた。また、分野別では林業及び土木分野の占め

る割合が高い傾向だった。一方、「木促法」で具体的に明示されている遮音壁の設置はなかった。設置がな

かった理由を探ることが今後の課題として考えられる。 
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Q7. Q6 で「該当なし」を選択された場合，設置の妨げになった理由をお選びください（複数選択可）(n=29)  

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

事例がない，担当工事に該当工種がなかった，設計にない，該当する事業を担当していない，担当外 

＜考察＞ 

「耐久性」とする回答が最も多く，次いで「強度」、「供給性」の順だった。また、「耐久性」には分野による違

いは認められなかったが、「強度」及び「供給性」には林業分野の回答はなく、分野により傾向が違う結果だ

った。そのため、まずは「耐久性」に関する検討が木材利用の推進には必要と考えられる。 
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Q8. 「木質バイオマスをエネルギー源として利用することを促進」（第 19 条）の措置は講じましたか（n=98） 

＜

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

県代表による回答に同じ，不明，県の指針が改定されたが所轄でないため状況は不明，平成 18 年に定めた

条例で木材利用促進を定め実施している，担当外，事業がない 

＜考察＞ 

４割を超える割合で木質バイオマスをエネルギーとして利用するための条例等を整備し実施している結果

だったが、一方で３割ほどが措置を講じていない傾向だった。また、木質バイオマスのエネルギー利用は林

業分野が関係しているが、土木を始め他の分野は関係していないことを示唆する結果だった。これらの理由

としては、木質バイオマス関連エネルギー施設の設置状況が都道府県ごとによって異なるためと考えられる。 
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Q9. 土木分野における木材利用をどのようにお考えでしょうか（n=100） 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

用途が限られている，建築部局のため当該工作物なし，必要があれば使用する 

＜考察＞ 

「使用したい」の要件に違いはあるものの、土木分野で木材を使用したいとする回答は 90％を上回る結果

だった。特に、「用途に応じて使用したい」で土木分野の占める割合が比較的高かった。そのため、土木分

野における具体的な使用事例を耐久性やライフサイクルと関係付けて提示していくことが、この分野で木材

利用を進めていく上で重要であると考えられる。 
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Q10. 土木分野における国産材の利用事例について，ご存知のものをお選びください（複数選択可） 

（n=266） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

工事標識，木製ダム，木製水路，デリネータ，木製路盤工，間伐材型枠，工事名表示板型枠，丸太柵工，筋

工，谷止め工の型枠（間伐材），治山ダムの残置型枠，間伐材型枠，木製アスカーブ，丸太筋工，法面の吹

付，合材型枠，建築内装材，構造材，校倉式木製土留工，床固工 

＜考察＞ 

公園等の柵，木製ガードレールの認知度は５割を超えていた。一方，木製遮音壁，木杭による液状化対策

の認知度は低かった。いずれも土木，林業関係部署の認知度が高い。木杭については，液状化対策として

より，軟弱地盤対策として比較的知られている傾向だった。 
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Q11. 貴都道府県の発注する公共土木工事で，国産材を活用したコンクリート型枠用合板（以下，「国産材

活用型 枠」）を過去 3 年間で使用したことがありますか(n=82) 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

不明 

＜考察＞ 

地方公共団体が発注する公共土木工事において、国産材を活用したコンクリート型枠の使用は約 40％で、

その使用率は、５０％以上が約２５％だったことから、国産材を活用したコンクリート型枠の使用実績はある一

定量見込める可能性が高いと考えられる。また、５０％以上の使用率の範囲でその率が高くなるに従って、林

業分野が占める割合が高くなる傾向だった。 
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Q12. Q１1 で「ある」を選択された場合，土木工事の内容は何ですか（複数回答可）（n=48） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

分からない，土地改良工事 

＜考察＞ 

国産材を活用したコンクリート型枠は、治山工事や林道建設で多く使用されていることが確認できた。また、

分野別で土木工事の内容は異なり、林業分野では治山工事が多く、土木分野では砂防工事、道路工事、鉄

道工事での使用実績があるという結果だった。なお、林道等路網工事は、両分野でほぼ同程度だった。 
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Q13. Q１1 で「ある」を選択された場合，国産材活用型枠の使用量はどの程度ですか（3×6 サイズ換算）

（n=32） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

不明，残置型枠，残置式，把握していない，100m3 以上/年 

＜考察＞ 

国産材を活用したコンクリート型枠の使用量は 3×6 サイズ換算で 100 枚未満が林業分野で多いことが確

認できた。一方、2001 枚以上の割合は、9%に止まったが、その内訳は土木分野の割合が多く、土木工事の

内容が違うことが影響していると考えられる。また、使用量で考えると割合が少なくても、枚数が多い方が使

用量は多いため、今後は実際の使用量を把握することが重要であると考えられる。 
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Q14. Q１1 で「ある」を選択された場合，国産材活用型枠を使用して何か不都合はありましたか（複数回答

可）（n=37） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

把握していない，不明，施工性が下がる 

＜考察＞ 

従来のコンクリート型枠と比較して、「問題なく使用できた」とする回答が約 50％確認できた。ただし、国産

材活用型枠に対する不都合として指摘されている、たわみ、変形、転用回数、価格について、10％程度の回

答が得られていることから、引き続きこれらを改善することが必要であると考えられる。 
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Q15. 土木工事において国産材活用型枠を用いた場合，コンクリート型枠としての転用回数を教えてくださ

い（n=31） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

不明，コンクリート標準示方書では標準 4～8 回 

＜考察＞ 

公共土木工事における国産材活用型枠の転用回数は、3 回の回答が最も多く約 50％だった。また、3 回

までとした場合、その割合は 90％以上となることから、公共土木工事おける国産材活用型枠の転用回数は、

現状では 3 回以内と考えられる。一方、建築分野では 5 回以上とする回答もあったことから、転用回数の増

加は今後の課題として引き続き検討する必要がある。 
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Q16. 今後の工事において国産材活用型枠の使用をどのように考えますか（複数回答可）（n=114） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

必要に応じて，建築分野のため，流通量・重量，分からない，県産の型枠合板が製造されれば使用したい，

安定的な供給体制の構築が必要，国土交通省からの依頼や指示等があれば検討する，価格と供給状況に

よる，治山ダムにおいて上流部は全て景観に配慮する地域では下流部も木製残存型枠を使用 

＜考察＞ 

「価格次第」とする回答が多いものの、「指示があれば使用する」の割合も同程度だった。そのため、発注

者作成の仕様に平成 27 年 2 月のグリーン購入法基本方針で特定調達品目となった「合板型枠」を採用する

とともに、地域材指定も加えるなどすれば、国産材活用型枠の採用は進むと考えられる。 
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8．2．3 公園施設で使用する木材に関するアンケート（Ｂ用紙Ⅱ） 

Q1. 貴都道府県の公園における木道について，どのようにお考えですか（n=36） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

公園における木道設置については明確な傾向は確認できなかった。 
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Q2. 木道について良いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）（n=50） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

公園における木道設置のメリットは、景観との調和が最も多い回答を得た。 
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Q3. 木道について悪いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）（n=63） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

「耐久性が低い」、「メンテナンスが面倒」に多くの回答を得た。 

 

 

 

  



30 

 

Q4. 貴都道府県の公園におけるウッドチップ舗装について，どのようにお考えですか（n=34） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

ウッドチップ舗装についても、木道と同様に明確な傾向は確認できなかった。 
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Q5. ウッドチップ舗装について良いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）（n=55） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

廃材処理となる 

＜考察＞ 

公園における木ウッドチップ舗装のメリットは、木道と同様に景観との調和が最も多い回答を得た。 
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Q6. ウッドチップ舗装について悪いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）（n=50） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

身障者への対応が困難，縮んでひび割れる，実績が無いため良くわからない，車椅子に適していない，は

げる 

＜考察＞ 

公園における木ウッドチップ舗装のデメリットは、木道と同様に「耐久性が低い」ことに多くの回答を得た。そ

の他のコメントで、車椅子の通行に不適切であることが指摘されている。 
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Q7. 貴都道府県の公園における大規模木製遊具についてどのようにお考えですか（n=34） 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

公園における大規模木製遊具については「今のままで良い」という回答が多く、「使用を増やすべき」という

回答は少ない結果を得た。 
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Q8. 大規模木製遊具について良いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）（n=56） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

大規模木製遊具の良い点は「公園の風景に調和する」、「熱すぎず冷たすぎない」、「適度に柔らかい」に

多くの回答を得た。これらの回答より、実際の使用時の状態に関心があることが確認できた。 
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Q9. 大規模木製公園遊具について悪いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）（n=56）

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

維持管理費が増える，補修が困難 

＜考察＞ 

大規模木製遊具の悪い点は「耐久性が低い」、「安全面で不安がある」に多くの回答を得た。 
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Q10. 貴都道府県の公園における木製の看板やフェンス等の付帯設備についてどのようにお考えですか

（n=34） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

公園における木製の看板やフェンス等の付帯設備については「今のままで良い」、「どちらとも言えない」の

回答が多く、「使用を増やすべき」は「使用を減らすべき」より少ない回答であった。 
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Q11. Q10 で「使用を増やすべき」と答えた方にお尋ねします。その理由はなぜですか（複数回答可）（n=12） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

「公園における木製の看板やフェンス等の付帯設備を増やすべき」を選択した理由は、「公園の風景に調

和する」、「環境面でのメリットが大きい」、「適度に柔らかく安全」の順で回答を得た。 
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Q12. Q10 で「使用を減らすべき」と答えた方にお尋ねします。その理由はなぜですか（複数回答可）（n=12） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

維持管理費が増える 

＜考察＞ 

「公園における木製の看板やフェンス等の付帯設備を減らすべき」を選択した理由は、「耐久性が低い」、

「安全面で不安がある」が約 90％を占めた。 
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Q13. 公園施設に木材を使用する場合に必要と考える耐用年数は何年ですか（n=34） 

 

 

＜考察＞ 

公園施設に木材を使用する場合に必要と考える耐用年数は 15 年が最も多く、20 年以内が約 85％示し

た。 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 
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Q14. 公園で保存処理（防腐・防蟻処理）木材を使用した場合の耐用年数は何年程度でしたか（n=30） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

公園で保存処理（防腐・防蟻処理）木材を使用した場合の耐用年数は、10 年が回答の約 63％を占め、15

年以上が約 35％の回答を得た。 
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Q15. 公園で保存処理（防腐・防蟻処理）木材について悪いと考える点は何ですか（n=43） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

表面が劣化した場合，強度はあっても更新しなければならない場合がある，場所による，悪いとは思わない 

＜考察＞ 

公園で保存処理（防腐・防蟻処理）木材を使用する場合の悪い印象は、「耐久性がそれほど高くない」、

「価格が高い」、「安全面で不安がある」、「見た目が悪くなる」の順であった。 
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Q16. 保存処理木材に関する以下の言葉のうち知っている言葉に印を付けてください（複数回答可）（n=57） 

 

 

＜「その他」に寄せられたコメント＞ 

なし 

＜考察＞ 

保存処理木材に関する言葉は「表面処理」、「加圧処理」が良く知られている。 
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8．3 アンケートに寄せられた意見 

8.3.1 アンケート（A 用紙）に寄せられた意見 

・ 土木工事のコンクリートの積算は型枠材の種類を意識したものになっていない。受注者の判断で経済性

等により選定されている 

・ 設問全体から導き出す方向性が良く見えてこない 

・ 木材の国産と外国産の特徴の整理。木材と金属，プラスチック，石，コンクリートとの特徴，長短の整理

分析 

・ 新しいニーズの掘り出しが必要 

・ 木材の種類等の特性，特徴の整理と地道な PR が必要。最終的な経済性の評価には税金を使用する

以上避けられない 

・ 国はいまだに間伐材の使用量調査をしているが，間伐材に限定して調査をする時期は過ぎたと思う 

・ Q16 に対して請負業者による 

 

 

8.3.2 アンケート（B 用紙）に寄せられた意見 

・ 公園施設において木製品の耐用年数がきわだって短いため，耐久性の高い木材の普及を望んでいる 

・ 木材使用の公園施設について，環境面や修景面でのメリットよりも，腐食や破損による耐久性の面での

デメリットが維持管理上，課題が大きいと思われる 

・ 費用対効果を十分に見極めた上で，活用促進を図っていけばと考える 

・ 環境，風景の調和，質感なども，区材が優れていると感じるが，どうしても維持管理上課題が多く，投資

する箇所が限られる 

・ 鉄やコンクリート製品に比べて，耐久性が劣り，維持管理もしにくいように感じる 

・ 予算の少ない現状では，ライフサイクルコストや安全面の観点から木材製品の採用には躊躇してしまう 

・ 公園施設に木材を使用する場合，屋外で安全性・耐久性が要求される施設への利用は慎重に対応す

るべきであるが，屋内施設や木材の特性が考慮された施設への利用は積極的に行うべきであると考える 
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9.まとめ 

今回実施した土木分野での木材利用に関するアンケートは 47 都道府県を対象とし、土木分野および公園

施設での木材利用に関する多くの意見を収集することができた。アンケートの回答者は、土木・林業部門に

所属されている方が多く、年齢も 30，40 代の方が全体の 2/3 を占めたことから、調査の目的である土木分野

での木材利用に対して、実務に携わり検討や判断を行う立場の方からの御意見を収集できたと考える。 

得られた結果から判断すると「耐久性」、「維持管理」など、木材の導入後に関する関心が高いことが確認

できた。木材に関する研究開発も進み、使用方法の工夫や使用する位置を配慮することで、木材の特性を

最大限に活用できる使用方法が分かってきている。このことを使用者に広く認識していただくことで、「耐久

性」や「維持管理」に対する懸念は低減できると考える。導入後の関心に対して、導入前では「価格」に多くの

関心が寄せられた。価格については利用量の増加、そして安定した使用量を維持し続けることで、他材料と

比較して適切な価格で供給することが可能になると考える。 

 

アンケートでは木材利用に関する最近の法令として以下の 3 つについて設問を設けた。 

①グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律） 

②木促法（公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律） 

③クリーンウッド法（合法伐採木材等の流通および利用の促進に関する法律） 

①、②については「知っている」という回答が多いことから、実務においてこれらの法令が意識されていると

考えられる。③についは施行後の期間が短いこともあり、①、②に比べ認識は低い結果となった。法令の認

知度については、継続的にアンケートを実施し把握することが良いと考える。 

 

建設資材としての木材は、コンクリートや鋼材と比較してその使用量は多くない。しかし、国内の山林（特に

戦後に植林した人工林）に目を向けると、多くの樹木は適切な伐採期を迎えており、潜在的には今以上の供

給能力を有していると考える。 

日本の森林の現状をみると、林分内の管理も十分とは言い難く、災害対応という視点からも森林を適切に

維持管理する必要があると考える。 

このような背景を加味すると、非住宅部門で今以上に木材の利用促進を図り、適切な「森林資源の循環利

用」を確立する必要があると考える。 

以上 
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＜木製建設資材に関する研究小委員会 委員＞ 

 

池田 穣（株式会社 安藤・間） 

今井 良（地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 森林研究本部 林産試験場） 

内倉清隆（九州木材工業株式会社） 

榎本 碧（国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所） 

大本晋士郎（株式会社熊谷組） 

奥原祐司（長野県林業総合センター） 

加藤英雄（国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所） 

刈茅孝一（積水化学工業株式会社） 

川喜多 進（日本合板工業組合連合会） 

木村礼夫（株式会社ジェイアール総研エンジニアリング） 

小林 裕（日本国土開発株式会社） 

柴田直明（柴田技術士事務所） 

新藤健太（国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所） 

田口雅彦（東急建設株式会社） 

張 日紅（和光コンクリート工業株式会社） 

中村広規（大成建設株式会社） 

仁多見俊夫（東京大学） 

町田初男（群馬県農林大学校） 

桃原郁夫（国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所） 

山口秋生（越井木材工業株式会社） 

吉田貴紘（国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所）  （21 名 五十音順） 
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付属資料 1 ： 郵送した調査票（アンケート） 
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Q4

A4

Q5

A5

Q6

A6

Q7

A7

Q8

A8

Q9

A9

Q10

A10

Q11

A11

Q12

A12

Q13

A1３

Q14

A14

Q15

A15

Q16

A16

　　　＜その他、御意見などがありましたらお聞かせください＞

公園で保存処理（防腐・防蟻処理）木材について悪いと考える点は何ですか

a:耐久性がそれほど高くない　b:価格が高い　c:見た目が悪くなる　d:安全面で不安がある

e：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保存処理木材に関する以下の言葉のうち知っている言葉に印を付けてください（複数回答可）

a:表面処理　b:加圧処理　c:AQ　d:浸潤度　e:K4

Q10でbと答えた方にお尋ねします。その理由はなぜですか（複数回答可）

a:耐久性が低い　b:価格が高い　c:すぐ汚くなる　d:安全面に不安がある　e:その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

公園施設に木材を使用する場合に必要と考える耐用年数は何年ですか

a：5年　ｂ：10年　c：15年　d：20年　e：それ以上

公園で保存処理（防腐・防蟻処理）木材を使用した場合の耐用年数は何年程度でしたか

a：5年　ｂ：10年　c：15年　d：20年　e：それ以上

a：公園の風景に調和する　ｂ：高級感がある　c：適度に柔らかく安全　d：環境面のメリットが大きい

e：e：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ウッドチップ舗装について悪いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）

a:耐久性が低い　b:価格が高い　c:すぐ汚くなる　d:水に浮く　e:その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

貴都道府県の公園における大規模木製遊具についてどのようにお考えですか

a：使用を増やすべき　ｂ：使用を減らすべき　c：今のままで良い　d：どちらとも言えない　e：分からない

大規模木製遊具について良いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）

a：公園の風景に調和する　ｂ：適度に柔らかい　c：熱すぎず冷たすぎない　d：環境面のメリットが大きい

e：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

大規模木製公園遊具について悪いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）

a:耐久性が低い　b:価格が高い　c:すぐ汚くなる　d:安全面で不安がある　e:その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

貴都道府県の公園における木製の看板やフェンス等の付帯設備についてどのようにお考えですか

a：使用を増やすべき　ｂ：使用を減らすべき　c：今のままで良い　d：どちらとも言えない　e：分からない

Q10でａと答えた方にお尋ねします。その理由はなぜですか（複数回答可）

a：公園の風景に調和する　ｂ：歩行感が良い　c：自然素材である　d：環境面のメリットが大きい

e：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

貴都道府県の公園におけるウッドチップ舗装について、どのようにお考えですか

a：使用を増やすべき　ｂ：使用を減らすべき　c：今のままで良い　d：どちらとも言えない　e：分からない

ウッドチップ舗装について良いと考えるのはどのような点ですか（複数回答可）
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付属資料 2 ： 自然素材を利用した土木構造物日土木技術に関する調査研究報告書（抜粋） 
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付属資料 3 ： 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律 

① 法律本文 

 

 

付属資料 - 32



 

 

 

 

付属資料 - 33



 

 

 

付属資料 - 34



 

 

 

付属資料 - 35



② 参照条文 
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